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                     流 福 審 第     号 

                     平成２７年  月   日  

 

 流山市長  井崎  義治  様  

 

                  流山市福祉施策審議会  

                  会長  小島  富美子  

 

 

流山市健康都市プログラムの策定及び（仮称）流山市健康づ  

くり支援計画の策定について（答申）  

 平成２６年１０月２日付け流社第４６６号で諮問のあった流山市健康

都市プログラムの策定及び流山市健康づくり支援計画の策定について審

議した結果、下記のとおり答申します。  

記  

１  流山市健康都市プログラムについて、健康のための施策を福祉・保  

 健医療の分野など個別の政策分野だけで展開するだけではなく、健康  

 都市の理念に基づき、市が推進するすべての政策分野において、健康  

 に意識、考慮した政策を形成し、推進するよう努めてください。  

２  流山市健康づくり支援計画について、今後ますます健康課題が多様  

 化するものと考えられることから、健康都市プログラムと同様に市が  

 推進するすべての政策分野において、健康に意識、考慮した新たな課  

 題の把握に努めるなど、これまでに実施してきた健康施策の取組みを  

 一層推進するとともに、市民が健康で充実した生活が送れるような施  

 策を展開してください。  

３  本計画の着実な推進に努められるとともに、本計画の進捗状況の把

握・点検・評価を行い、必要に応じて見直しを行ってください。  

４  制度に変化が生じた場合は、計画の期間中にあっても迅速に計画の

見直しを図ってください。  

なお、本計画に基づく施策・事業の推進及び見直しにあたっては、

市民の実態やニーズの把握に努めてください。  

５  パブリックコメント手続きで、市民等から寄せられた意見及びその
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対応について、修正の有無を十分に検討してください。  


